
  (ア)主な特徴 

① 届出Webシステムでの届出（報告）に必要な初期登録を行っていれば、ご自身で届出（報告）された内容に限り
修正請求が可能です。 

② 請求の当日または翌日に修正を行います（土・日・祝日の場合は、休日明けに修正を行うため日数がかかりま
す）。 

③ 家畜個体識別代行届出（報告）システム(P18)の利用手続を行い、代行届出（報告）した届出（報告）内容を修正
請求することも可能です。 

④ 記録の修正が完了すると、電子メールでお知らせします。 

 届出Webシステムによる方法 
 
・「届出Webシステム」の操作方法については、こちらの操作マニュアルをご覧ください。 
  → https://www.id.nlbc.go.jp/data/wns.html 

  (イ)利用方法 

Ⅰ.トップ画面 

届出Webシステム 

１. メニュー「修正」より修正画面へ進みます。この機能

を利用するには、事前に認証コードを取得しておく必要
があります。 

 

 

２．トップ画面の「修正」をクリックすると
「修正請求のページ」が表示されます。
修正を行う個体識別番号を入力し、「確
認」をクリックします。 

 

【認証コードの取得方法】 

①トップ画面の「ユーザー情報確認・変更」をクリックします。 

②「認証コード入力・発行」をクリックします。 

③認証コードを「発行する」をクリックする。 

④送信先として表示されているメールアドレスに認証コードを
記載したメールが送信されます。 

⑤メールを受信し、記載しされている認証コードを入力し、「確
認する」→｢戻る」→｢TOPへ戻る｣をクリックします。 

⑥トップ画面（メニュー画面）に｢認証コード確認済」と表示さ
れます。 

（注意）                                                                
◆認証コードは「発行する」ボタンを押すたびに変更され、最後に発行したもののみ有効です。           
◆発行した認証コードの有効期限は当日限りです。翌日以降は、再度発行して下さい。                
◆一度認証コード確認を行うと、ログアウトするまで有効です。修正、繋養牛および在庫耳標一覧等の出力の  
都度、認証コードを確認する必要はありません。 

（ログアウトした場合は、再度認証コードの確認を行ってください） 



 

 

Ⅱ.修正・取消請求画面 

３．入力した個体識別番号の履歴が表
示されます。このうち、修正できるものは
「修正可」と表示されます。 

 なお、修正できない履歴は「修正不可」、
修正請求中の履歴は「修正中」と表示さ
れクリックできません。 

４．修正したい内容を変更し、「修正す
る」をクリックします。履歴を全て取り消
す場合には、「取消する」をクリックしま
す。 

５．確認画面が表示されますので、よろ
しければ、「修正する」または、「取消す
る」をクリックします。 

Ⅲ.完了画面 
 

「既に譲渡（転出）している牛」について、修正請求を行った場合の留意事項 

 既に譲渡（転出）している牛の個体情報「出生の年月日、雌雄の別、母牛の
個体識別番号、種別（以下「基本４情報」という。）」の一部又は全部を修正し
た場合には、譲渡先の農家（転出先）における家畜共済及び牛マルキン等の
申請や交付等に影響を及ぼすことが考えられます。 このため、基本４情報の
修正を行った場合は、速やかに、当該牛の譲渡先の農家に対して、修正を
行った旨を通知し、その内容の説明を行っていただくようお願いします。 
 また、当該牛の譲渡先の農家との間で、牛の取引上の問題が生じた場合は、
当事者間で話し合いをして解決いただくようお願いします。 

  




